
医薬部外品表示
名称

別名・簡略名

●以下の成分を追加

106
アルカリゲネス産生多
糖体

540646 51
Alcaligenes
Polysaccharides

アルカリゲネス産生
多糖体

0.02

243
（エイコサン二酸／テト
ラデカン二酸）デカグリ
セリル液

999999 80
Decaglyceryl
Eicosanedioate/Tetradioa
te Solution

1.0 10.0

413 大高酵素 999999 80
Fermented Liquid of Plant
Extracts

1.0

965
ジイソステアリン酸ダイ
マージリノレイル

999999 80 Dilinoleyl Diisostelate 1.0 50.0

1003
シクロヘキサンジカル
ボン酸ビスエトキシジグ
リコール

999999 80
Bis(Ethoxyglycol)
Cyclohexane-1,4-
Dicarboxylate

1.0 25.0

1016
ジ水添ロジンダイマー
ジリノレイル

999999 80 Dilinoleyl Hydrogeneted 50

1706 ヒナギク花エキス 999999 80
Bellis Perennis (Daisy)
Flower Extract

5.0

1803 ブリエラスチン 999999 80
Seliola Quinqueradiata
Elastin

5.0

1823 ヘーラールーノ 999999 80
Mixed Plants Extract-
Fermented Liquid of Plant
Extracts Mixture

1.0

●ジリノール酸ジ（イソステアリル／フィトステリル）を以下のように変更

1124
ジリノール酸ジ(イソステ
アリル／フィトステリル）

540658 51
Di(Isostearyl/Phytosteryl)
Dilinoleate

ジリノール酸ジ(イソ
ステアリル／フィトス
テリル）

1.0 50.0

●塩化アルキルトリメチルアンモニウム液を以下のように変更（※変更に伴い、染毛剤・パーマ剤の塩化アルキルトリメチルアンモニウムとまとめた）

309 0204 0206
塩化アルキルトリメチル
アンモニウム 500061 51

Alkyltrimethylammonium
Chloride

塩化アルキルトリメ
チルアンモニウム

○ 1.0 1.0 ○ ○

●フィチン酸を以下のように変更（※変更に伴い、染毛剤・パーマ剤のフィチン酸液とまとめた）

1756 1187 1175 フィチン酸液 540643 51 Phytic Acid Solution フィチン酸液 ○ ○ ○ ○ ○

●ポリ塩化ジメチルメチレンピペリジニウム液を以下のように変更（※変更に伴い、染毛剤・パーマ剤のポリ塩化ジメチルメチレンピペリジニウム液とまとめた）

1931 1292 1277
ポリ塩化ジメチルジメチ
レンピロリジニウム液 506025 51

Poly N,N-Dimethyl-3,4-
Dimethylene Pyrrolidinium
Chloride Solution

ポリ塩化ジメチルジ
メチレンピロリジニ
ウム液

○ ○ ○ ○ ○

●ヤシ油脂肪酸メチルタウリンナトリウム液を以下のように変更（※変更に伴い、染毛剤・パーマ剤のヤシ油脂肪酸メチルタウリンナトリウムとまとめた）

2458 1668 1655
ヤシ油脂肪酸メチルタ
ウリンナトリウム

502152 51

Sodium N-Cocoyl-N
Methyl
Taurate

ヤシ油脂肪酸メチ
ルタウリンナトリウ
ム

○ ○ ○ ○ ○

●小麦粉酵素分解粉末について、染毛剤及びパーマ剤を削除

830 小麦粉酵素分解粉末 540198 51
Hydrolyzed Wheat Flour
Powder

小麦粉酵素分解粉
末

酵素分解小麦粉

●イソステアロイル加水分解コラーゲン・アミノメチルプロパンジオール塩（p.22）を削除

●p.54のオレンジ油の規格コードを51(外原規)から01（局方）に訂正

474 0310 0324 オレンジ油 002063 01

	
Orange Oil

オレンジ油 ○ ○ ○ ○ ○ ○

(4)薬用口
唇類

(5)薬用歯
みがき類

(6)浴用剤

医薬部外品の種類

染毛剤

『医薬部外品添加物リスト 改訂版』の追加・改正について

平成29年9月19日、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長より「「医薬部外品の添加物リストについて」の一部改正について」（薬生薬審発0919第1号）が通知されました。
その後、「「「医薬部外品の添加物リストについて」の一部改正について」の一部訂正について」（平成29年10月20日 事務連絡）を経て、

平成29年12月6日に「「医薬部外品の添加物リストについて」の一部改正について」（薬生薬審発1206第１号）が通知されました。
さらに、平成30年1月26日に「「染毛剤添加物リストについて」の一部改正について」(薬生薬審発0126第3号)及び

「「パーマネント・ウェーブ用剤添加物リストについて」の一部改正について」(薬生薬審発0126第1号)が通知されました。
これらの通知・事務連絡をうけて、2017年7月に発行いたしました『医薬部外品添加物リスト 改訂版』の内容を下記のように追加・改正いたします。

なお、改正内容の詳細（連番のズレ等）については、各通知をご覧ください。

また、一連の改正通知とは別に、本書の一部に誤りがございました。お詫び申し上げるとともに下記のとおり訂正させていただきます。
p.54のオレンジ油の規格コードを51(外原規)から01（局方）に修正。

パーマネント・
ウェーブ用剤

その他
医薬
部外
品

染毛剤

パーマ
ネント・
ウェー

ブ

(1)薬用石
けん・シャ
ンプー・リ
ンス等、除

毛剤

(2)育毛剤

(3)その他
の薬用化
粧品、腋
臭防止

剤、忌避
剤

連　番

添加物の名称
成分
コード

規格
コード

英　　名
外原規2006における

成分名 備　考


